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平成２６年度第７回合志市教育委員会会議録（８月定例会） 1 

  2 

１ 会議期日  平成２６年８月２６日（火） 3 

２ 開議時刻  午後２時０７分 4 

３ 会議場所  西合志庁舎２階庁議室 5 

４ 出席委員  委員長 髙見博英  委員 田中安子   委員 坂本夏実 6 

        委員  緒方克也  教育長 惠濃裕司 7 

５ 欠席委員  なし 8 

６ 職務のために出席した者 9 

       教育部     上原哲也部長 10 

       学校教育課   上山幸顕課長  川良二教育審議員 11 

               川野松信指導主事 12 

               花田秀樹総務施設班長 上村祐一郎主幹 13 

       生涯学習課   辻健一課長 14 

       人権啓発教育課 大嶌和弘課長 15 

７ 説明のために出席した人  なし 16 

午後４時３０分 開会 17 

 18 

○髙見博英委員長 19 

ただいまから平成２６年度第７回教育委員会議８月定例会を開会いたしま20 

す。 21 

会議録署名者を、坂本委員と緒方委員にお願いします。 22 

前回の会議録につきまして、裏面のとおり２点の訂正がありますので、承認23 

をお願いしたいと思います。 24 

日程１、教育長報告をお願いいたします。 25 

惠濃教育長。 26 

 27 

○惠濃裕司教育長 28 

７月１８日、全員協議会、部落差別等をなくし人権を守る協議会。 29 

竹迫観音祭 30 

７月１９日、合志市子ども会スポーツ大会 31 

７月２２日、緒方委員辞令交付式、教育委員会歓送迎会 32 

７月２３日、適応指導体験教室 33 

２４日、適応指導体験教室 34 

２５日、県学校給食研究大会菊池郡市大会 35 

７月２６日、環境美化清掃活動、合志市人権教育研究大会 36 

南須屋、杉並台、新開地区夏祭り 37 

７月２８日、中九州地域高規格道路建設促進総決起大会 38 
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７月３０日、合志市童話発表会、８月２１日に、ここで優秀賞に選ばれた子1 

どもたち３人、郡市の童話発表会に３人出ました。 2 

最優秀賞２つに合志市から２人が入っています。そして優秀賞が５人、その3 

うちの１人にその３名のうちの残り１人が、上位３人に合志市から、最優秀賞4 

２人、西合志東小の児童と合志南小の児童が県大会に行きます。 5 

同日、合生文化会館運営審議会 6 

九州・全国大会、中体連関係出場校表敬訪問 7 

７月３１日、合志市調理講習会試食会 8 

合志市教職員全員研修会、青少年育成市民会議理事会 9 

８月 ２日、野々島夏祭り 10 

８月 ４日、教育委員会幹部会議 11 

８月 ５日、解放子ども会キャンプ 12 

８月 ７日、長崎県学校給食共同調理場連絡協議会給食センター視察 13 

恵楓園夏祭り 14 

８月 ８日、市内校長会議、北海道東神楽町視察 15 

市ＰＴＡ教育委員会との懇談会 16 

８月１０日、わんぱく相撲大会 17 

８月１２日、教職員初任者研修 18 

８月１５日、庁議 19 

８月１８日、教科書採択協議会、西合志東小学校九州大会出場壮行演奏会、 20 

８月１９日、サマースクール開講式、市議会全員協議会、 21 

教育委員会幹部会議、西合志東小学校表敬訪問 22 

８月２１日、ラジオ体操、合志市人権教育推進協議会学校教育部会夏期講座、 23 

適応指導教室、臨時教育委員会 24 

８月２２日、熊本県小学校生徒指導研究発表大会、サマースクール、 25 

嘱託員会議 26 

８月２３日、合生地区夏祭り、須屋小屋の地蔵祭り 27 

８月２４日、合志市教育長歓送迎会、 28 

８月２５日、サマースクール最終日、子ども会議 29 

以上です。 30 

 31 

○髙見博英委員長 32 

今の報告の中で質問がありましたらお願いいたします。 33 

サマースクールについて、坂本委員、参加状況についての保護者への啓発、34 

それについて何か感想をお願いします。 35 

 36 

○坂本夏実委員 37 

開講式と閉講式のほうに参加させていただきました。子どもたちの保護者の38 
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声ということで、ちょっと耳に入りましたのでお知らせいたします。中学生に1 

おきましては、合志中では３名ほど出席しておりました。その中で保護者の方2 

がおっしゃるには、きちんと周知していただいたプリントがあるにも関わらず、3 

子どもがプリントを出さないということで、多くの保護者の方が、特に中学生4 

においては、「塾にも行かない、部活動の練習も早く終わる、こんな機会があ5 

るのであればぜひ参加させていただきたかった」という声を聞きました。子ど6 

もが出さないというのが一番の原因なんですが、ちょっとお手間をかけますけ7 

れども、学年便り等で１度でもまた周知していただけたら、それを子どもが出8 

さなければまた一緒なんですが、そういうふうにしていただいたら、少しまた9 

参加人数が増えるのではということで、小学校のほうでも、「エアコンも効い10 

て、４日間も、特に宿題なんかはたまりがちなところを、こういう機会がある11 

なら本当に参加させていただきたかった」という声を本当に多くいただきまし12 

た。 13 

以上です。 14 

 15 

○髙見博英委員長 16 

はい、子どもたちが保護者に見せないもんだから、その実情がわからないま17 

まであった。もちろん広報紙等にも書いてありましたけれども、やはり各学校18 

からの便りというのが決め手になりはせんだろうかということで、できるだけ19 

学年便り、あるいは学校便りの中にちょっと大きめでもいいから広報してもら20 

うと、もうちょっと増えて、３年生あたりでも行ったんじゃないだろうかと、21 

保護者の意見というのが聞こえておったということでした。なかなかプリント22 

を見せないことには進まないというのも、できるだけそういう方向も今後、校23 

長会等を通じながら啓発していったほうがいいかなと思ったところです。 24 

ほかにございませんか。 25 

教育長報告、教育長全体のいつもあっていた事務所主催の会議というのは今26 

月はなかったわけですね。教育長会議というのは特にございませんでしたので、27 

行政報告だけに終わっておきます。 28 

議事に入ります。 29 

第１号議案、平成２５年度合志市一般会計決算（教委所管）についてご説明30 

をお願いします。 31 

 32 

○上山幸顕学校教育課長 33 

平成２５年度合志市決算説明資料に基づいてご説明をさせていただきます。34 

学校教育課関係について主なものということでご説明をします。 35 

まず、教育部関係の１ページ目を開けていただきたいと思います。 36 

教育総務費、教育委員会費の中での事業です。外国語指導助手配置事業とい37 

うことで、１,２７８万２,８００円の支出を行いまして、外国語指導助手（Ａ38 
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ＬＴ）３名を市内３中学校に派遣いたしました。また、小学校においても月１1 

回程度派遣し、英語指導に活用したというような状況でございます。 2 

目の学校教育総務費の上から２つ目、セイフティーパトロール事業というこ3 

とで、２２２万６,０００円の支出を行いました。これにつきましては、学校の4 

下校時の見守りということで、㈱ホームセキュリティへの業務委託により、東5 

地区、合志小校区と西地区、西合志第一小、それから中央小校区の２ブロック6 

に分けまして３名の方のパトロールによる巡回を行ったところでございます。 7 

奨学資金貸付事業でございます。６８８万９,４６２円の支出を行いまして、8 

２４人の奨学生を決定いたしまして奨学金の貸付を行いました。また、貸付償9 

還金滞納者への個別訪問等の滞納整理を実施したところでございます。 10 

私立幼稚園就園奨励事業でございます。こちらにつきまして、支出済額が８,11 

７１１万７,１００円ということで、これは幼稚園に在園する園児の保護者に対12 

しまして入園料及び保育料の減額若しくは免除を行うために２７園の７９１名13 

に対して補助金を交付したところでございます。 14 

目３の学校教育費、小中学校ＰＴＡ連絡協議会支援事業ということで、こち15 

らにつきましては、生涯学習課で行ってきた事務を学校教育課で行うようにな16 

りました、２５年度からの新規事業になります。支出済額が５５万７,０００円17 

で、合志市ＰＴＡ連絡協議会へ補助金を交付しております。 18 

教育介護補助員配置事業で３,４６５万４６５円の支出をしております。これ19 

は特別支援学級在籍児童生徒の状況に応じまして、合志市の小中学校に２４名20 

の介護補助員を配置したところでございます。それと併せまして、ＮＰＯ法人21 

による外国から来た児童への日本語指導ということで、合志南小の中国籍の児22 

童の対応をとったところでございます。 23 

コミュニティスクール助成事業ということで２００万円を支出しておりま24 

す。小中学校のコミュニティスクール事業に要する事業経費の助成を行ってお25 

ります。 26 

特別支援教育推進事業ということで２９５万５,９３２円の支出を行ってお27 

ります。これにつきましては、支援を必要とする児童生徒に対する支援体制の28 

整備を促進するため、関係者による協議会の開催、専門家による教育相談等を29 

実施したところでございます。また、学校問題解決支援チームの会議を開催し、30 

対応策等の検討を行ったところでございます。 31 

ことば教育推進事業ということで６７万５,９２５円の支出を行っておりま32 

す。児童の思考力、判断力、表現力を育むため、専門家、元アナウンサーの岩33 

元克雄氏によります授業、それからポエムコンクールの実施を行ったところで34 

ございます。 35 

適応指導教室事業ということで５９６万８,７９５円を支出しております。不36 

登校、いじめ等による相談指導事業としまして、適応指導員３名を任用しまし37 

て、３つの適応指導教室で電話での相談とか、不登校状態にある子どもたちの38 
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学校復帰を目指した指導を行ったところでございます。 1 

学校の研究、先生たちの指導力の向上ということで３つほど事業があがって2 

おります。学校研究指定校助成事業ということで１５４万５,５２０円、各学校3 

に教育の水準を高めるための研究活動としてのその費用を助成しております。 4 

それから、教職員研修事業ということで１０７万６,３４６円ということで、5 

初任者研修の実施、それから、教育研究論文の募集、表彰を行ったところでご6 

ざいます。 7 

それから、がんばる先生支援事業ということで２４３万７,１５６円というこ8 

とで、小中学校の先生たちの資質向上のための支援事業ということで、研修費9 

等の助成を行ったところでございます。 10 

小学校英語指導講師配置事業ということで３６７万１,１０５円でございま11 

して、英語指導講師を２名任用しまして、市内７小学校へ派遣し、小学校５、12 

６年生の児童へ担任と協力して英語の授業を実施しております。 13 

小中学校教育活動指導員配置事業ということで、小学校の分としましては支14 

出済額が３,４０９万６,７１７円ということで、児童の個に応じたきめ細やか15 

な指導や支援を補助するため、市単独費で学校教育活動指導助手を小学校にお16 

いては児童２００人当たり１名、各小学校に配置したところでございます。そ17 

して、中学校においては、１校当たり２名ということで、全体で２５名を配置18 

して授業の補助を行っております。 19 

小中学校知能・標準学力検査事業、小学校の分ということであげております。20 

支出済額が９８５万３,１２０円ということになります。これにつきましては、21 

２４年度で支払い漏れがあった４７８万８,０００円の分を６月に補正しまし22 

て、６月２７日に２４年度分を直ちに支払ったということでございます。 23 

小中学校卒業記念品贈呈事業ということで、これにつきましては、合志小の24 

分では、支出済額が５万４,０７９円ということで、執行率が６５％になってお25 

ります。これにつきましては、英語の辞書を小学校全校で、統一単価というこ26 

とで入札を行いまして、契約しまして購入したということで、執行率が下がっ27 

ているところでございます。 28 

小学校の教育振興費で小中学校特別支援教育支援事業でございます。支出済29 

額が２６２万４,３００円ということで、特別支援学級に在籍している児童生徒30 

の保護者に対しまして就学奨励費を支給したところでございます。 31 

要保護及び準要保護児童生徒就学支援事業ということで、小学校の分です。32 

支出済額が２,１３７万８,５３３円ということで、要保護及び準要保護の保護33 

者に対しまして、小中学校への就学援助費を支給をしたところでございます。 34 

小学校の学校施設整備費でございまして、小学校空調設備整備事業でござい35 

ます。支出済額が３億４,５０４万１００円ということでございます。説明の欄36 

に書いておりますが、２４年度からの繰越明許による事業としまして、市内小37 

学校の全クラス及び特別教室にクーラーを設置するための設計及び工事を行っ38 
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たということでございます。これについては完了したところでございます。 1 

校舎等の施設修繕事業、小学校分ということでございます。支出済額が１億2 

４,１１３万５５２円ということで、こちらにつきましては、２４年度からの繰3 

越明許費による事業として西合志東小学校体育館の大規模改修工事、それから、4 

２５年度の主なものとしまして南ヶ丘小学校の普通教室増築設計、西合志中央5 

小学校普通教室増築工事、西合志第一小学校の３階軒天の改修工事、西合志中6 

央小学校裏庭整備工事、それと国の補正予算に伴いまして事業の前倒しという7 

ことで、南ヶ丘小学校普通教室の増築工事及び監理業務等を追加したところで8 

ございます。これにつきましては、繰越明許費として１億７,６７４万円という9 

ことで繰り越しております。 10 

西合志中央小学校用地管理業務ということで、支出済額が５３万３,０００円11 

でございます。これにつきましては、熊本県公共嘱託登記司法書士協会と業務12 

委託契約を締結しまして、時効取得による学校用地の所有権移転登記の処理を13 

行っているところでございます。年度内に完了できなかったため、繰越明許と14 

してまた２６年度へ繰り越しをしているところでございます。 15 

中学校の学校施設整備費でございます。中学校の空調設備整備事業というこ16 

とで１億５,１２８万４,４００円を支出しております。これについては、先ほ17 

ど小学校でご説明しましたとおり、２４年度からの繰り越しということで、中18 

学校全クラス及び特別教室にクーラーを設置したというようなところでござい19 

ます。 20 

校舎等施設修繕事業ということでございます。支出済額が４,３３１万５,１21 

７７円ということで、これにつきましては、合志中学校普通教室の増築設計業22 

務、それから西合志南中学校の普通教室増築設計業務、それと合志中学校の仮23 

設教室設置工事、それから、合志中学校の給食配膳室改修工事等を行ったとこ24 

ろです。また、国の補正予算に伴いまして、合志中学校の普通教室増築工事と25 

監理業務委託、それから、西合志南中学校の普通教室増築工事と監理業務委託26 

を追加して繰越明許を設定しております。２６年度へ繰越をしております。 27 

西合志南中学校体育館・武道館改築事業ということでございます。支出済額28 

が１億１,３７２万８,８７８円ということで、新武道場の建築本体、電気・機29 

械設備工事、それから工事監理業務を２４年度に引き続き行いました。そして、30 

その後、旧武道場の解体工事を完了したところでございます。 31 

給食センターの分でございます。 32 

保健体育費の学校給食費になります。学校給食センター維持管理事業としま33 

して、支出済額が２,９２０万９,５８８円ということで、給食の施設の施設整34 

備や厨房機器の維持管理を行ったところでございます。 35 

小中学校給食提供運営事業ということで４,５１６万５４９円の支出を行っ36 

ております。これにつきましては、安心安全で、栄養バランスのとれた学校給37 

食の提供を行っております。報酬につきましては、給食センター２０人及び自38 
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校方式の２４人の嘱託調理員を雇用して行い、報酬を支払っております。 1 

給食費徴収事業ということで、支出済額が２１万２,４０３円ということで、2 

平成２４年度から口座振替を行っております。事業としましては、全校給食費3 

の徴収を行っております。そして、給食費の滞納整理を行ったところでござい4 

ます。 5 

学校給食センター太陽光発電設備設置事業でございます。１,６５７万６１５6 

円を支出しております。学校給食センターの太陽光発電の設備設置工事を行っ7 

たところでございます。 8 

学校教育課につきましては以上でございます。 9 

 10 

○髙見博英委員長 11 

引き続きまして、生涯学習課についてお願いいたします。 12 

 13 

○辻健一生涯学習課長 14 

生涯学習課関係の主な事業についてご説明いたします。 15 

青少年教育関連事業ということで、これは成人式でございますけども、支出16 

済額が６２万７,３６５円でございます。これは１月の１２日にヴィーブルの文17 

化会館で行われました成人式でございます。出席者が４５８名で出席率は７１18 

％になります。 19 

子どもフェスティバル支援事業ということで、子どもフェスティバルを開催20 

しておりますが、これにつきましては、支出済額が７９万６,４８７円、これは21 

フェスティバル実行委員会のほうに９０万円の補助金を出しておりました関係22 

上、残については補助金の返納ということでしております。 23 

学校支援地域本部事業、これは合志南小学校の「南っ子支援ボランティアの24 

会」と「第一小ボランティアの会」のほうに補助金を支出しております。これ25 

は以前の放課後子ども教室とか、そういった関連からの補助事業になっており26 

ます。 27 

コミュニティ指導員配置事業でございますけども、支出済額が５１５万円に28 

なっております。これは主なものは報酬でございますけども、ここは旧西合志29 

のコミュニティ地域、須屋・黒石・中央・野々島・合生の５つのコミュニティ30 

のほうにコミュニティ指導員を各１名配置しておりますので、その報酬でござ31 

います。 32 

生涯学習出前講座事業でございます。これにつきましては、年間を通して約33 

３０講座を実施しております。主なものとしては、軽スポーツ教室が８割ほど34 

を占めておりますけども、健康な暮らしや交通安全など、いろいろな種別の講35 

座を開いております。これの講師謝礼として９万４,６００円になります。 36 

歴史と伝統文化に触れる機会の提供ということで、郷土の歴史学習マンガで37 

すね、「合志義塾」の製作事業でございますけども、これについては、支出済38 
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額が３９６万９,０００円になります。これは昨年度に作成しまして、年度当初1 

に各学校にも配布をしたところでございます。 2 

家庭教育学級開催事業ということで、支出済額が７７万５,０００円でござい3 

ます。これは市内の幼稚園・保育園の保護者会と各学校のＰＴＡのほうに補助4 

金を出しまして、家庭教育学級の教室を開いていただいているところでござい5 

ます。 6 

生涯学習講座開催事業、これは趣味講座になります。支出済額が５７４万６,7 

９６９円です。この講座については、公民館、中央公民館の主催講座というこ8 

とで開催しておりまして、前期と後期と分かれておりますけども、前期が１９9 

講座、後期が１７講座ぐらい開いております。種類についてはここに書いてお10 

りますけども、家庭菜園や園芸教室、はじめての男の料理教室、手作りパンな11 

どをやっております。 12 

自治公民館活動支援事業でございますけども、これについては、支出済額が13 

１２５万９,７２０円でございます。これは旧合志地区の自治公民館に対しまし14 

て補助金を出しております。これは２９地区になります。 15 

御代志市民センター維持管理事業でございますけども、支出済額が３,１２０16 

万２,３５９円です。これについては、御代志市民センターの報酬が、管理員２17 

人分でございます。それと需用費については、各保守点検、それから修繕等が18 

ありますけども、それと委託料についても保守点検が入っております。 19 

黒石市民センターの維持管理事業でございますけども、支出済額が３４９万20 

７,９７０円でございます。これは報酬で管理員２人分を組んでおります。ここ21 

の場合は住み込みの管理員になりますので、少し報酬額を低く設定しておりま22 

すので、これも同じように需用費については、各光熱水費あたりがありますけ23 

ども、あと委託料でそういうのが組んでございます。 24 

自治公民館建設等助成事業ということで、支出済額が８７２万８,０００円で25 

ございます。これは地区公民館の建設等補助金ということで、４公民館のほう26 

に交付を行っております。それから、地区公民館の備品購入補助金になります27 

けども、これが９公民館になります。また、地区公民館の建設用地貸付地区と28 

いうことで、１地区がございます。 29 

須屋市民センター維持管理事業でございますけども、これも同じですけども、30 

報酬が須屋市民センターの場合は、管理員が３名おりますので、３名分の報酬31 

になります。それから、需用費等が委託料については同じような内容でござい32 

ます。 33 

野々島公民館維持管理事業でございます。これも野々島公民館の維持管理に34 

なりますけども、野々島公民館の場合は、管理員が２人になります。２人分の35 

報酬でございます。あとは需用費、委託料等になります。 36 

三つの木の家の社会教育事業でございますけども、支出済額が７７万４００37 

円になります。これについては、各事業の宿直手当や自主事業実行委員会の負38 
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担金になります。この中で、通学宿泊体験教室等を実施しております。 1 

文化芸術自主事業実行委員会支援事業でございます。これについては、支出2 

済額が６１８万７６５円になります。これは自主事業ですので、実行委員会の3 

ほうで実施されております各公演になります。特に５月に開催されますドレミ4 

の広場や子ども向けの演芸会であったり、コンサートあたりがあるかと思いま5 

す。 6 

文化会館技術管理事業でございます。これは文化会館の舞台技術の委託を行7 

っているところでございます。これについては支出済額が４１４万円になって8 

おります。 9 

郷土・歴史資料館維持管理事業というのがございますけども、これについて10 

は、支出済額が１１１万３６１円でございます。これは需用費と役務費、委託11 

料になりますけども、資料館の維持管理費になります。 12 

「合志１３００年の歴史」事業ということで、支出済額が２４万円、これは13 

合志１３００年の歴史ということで記念切手をつくっておりまして、その購入14 

を行ったものでございます。 15 

伝統郷土芸能等支援事業でございますけども、これは支出済額が６７万９,０16 

００円でございます。これは主に合志市内の保存会等の団体、９団体に対して17 

補助金を交付したものでございます。 18 

ブックスタート事業でございますけども、これは支出済額が１００万７,８２19 

３円でございます。これについては、７カ月健診に併せて絵本の配布と、読み20 

聞かせ指導等を図書館のほうで行っているものでございます。今回、２５年度21 

は、６５６人にブックスタートパックを配っております。 22 

図書館まつり実施事業でございます。これは支出済額が１７万５,９８５円で23 

ございますけども、これは西合志図書館で図書館まつりということで、講演会24 

やおはなし会など実施しております。また本のリサイクルあたりも行っており25 

ます。 26 

天文台活用事業ということで、支出済額が６７万１,１０５円でございますけ27 

ども、これは毎週土曜日の夜に観望会を実施しております。それと流星群の発28 

生があったときに特別観望会を予定しておりますけども、この分の時間外と、29 

インストラクターの講師謝礼等に充てておるところでございます。 30 

図書館の施設維持管理事業でございますけども、支出済額が１,３１８万４,31 

６３３円でございます。これについては需用費ですね。それから委託費、使用32 

料及び賃借料ということです。それと、工事請負費が１９９万８,６７５円あが33 

っておりますけども、これは図書館の放送設備工事あたりを行っている分でご34 

ざいます。 35 

スポーツフェスティバル開催事業というのがありますけども、これについて36 

は支出済額が６万１,０５４円でございますけども、これは報償費の大会賞品代37 

と、あと消耗品関係になります。これは１０月の１２日に開催しております。38 
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参加が４７２名でございます。 1 

合志市民健康カントリーマラソン大会の開催事業でございますけども、支出2 

済額が１４１万５,０２７円でございます。これは例年行っている分でございま3 

すけども、当日の参加が７５８名でございます。 4 

春ウォーキング大会の開催事業でございます。これについては、毎年開催会5 

場を変えておりますけども、今回、中央運動公園を中心とした弁天周辺のコー6 

スをとっております。支出済額が９万８,４６６円でございます。この報償費は、7 

大会のときに看護士の謝礼がありますけども、今回は出しておりませんで、消8 

耗品とスポーツ傷害保険金のみでございます。 9 

総合型地域スポーツクラブ運営事業でございますけども、支出済額が１９１10 

万４,７００円でございます。これはスポーツクラブの補助金の分でございま11 

す。 12 

トレーニングルームインストラクター配置事業というのがございます。これ13 

についてはインストラクターの報酬が主なものでございます。インストラクタ14 

ー４名分の報酬になります。 15 

体育施設維持管理運営事業でございます。支出済額が４,０３４万８,３９８16 

円でございます。これは、各市内の体育施設、体育館及びグラウンドのスポー17 

ツ施設の清掃委託、管理委託、保守点検委託等の委託料と学校開放施設の委託18 

もございます。それとみずき台グラウンドの防球ネットの増設工事などを行っ19 

ております。 20 

生涯学習課関係は以上でございます。 21 

 22 

○髙見博英委員長 23 

引き続きまして、人権啓発教育課についてお願いいたします。 24 

 25 

○大嶌和弘人権啓発教育課長 26 

人権啓発教育課のほうの説明をいたします。 27 

款項目は民生費、社会福祉費になります。主なものを申し上げます。 28 

ハンセン病啓発事業ということで、支出済額が２５万１,３４５円ということ29 

になっております。内容につきましては、事務事業の成果のところに書いてお30 

ります。講演とシンポジウムを昨年度は実施しておりまして、参加者が６００31 

名程度あっております。事業費につきましては、出席者といいますか、出られ32 

た方の謝金として支払っております。 33 

法務省の助成事業ということで、地域人権啓発活動活性化事業を昨年度はや34 

っております。支出済額が４０万５,３９３円ということで、右のほうにも書い35 

ておりますように、西合志東小学校で「人権の花」運動を実施しております。36 

それにかかわります消耗品費が主なものとなっております。 37 

人権啓発運動団体運営支援事業ということで、支出済額が６２２万３４７円38 
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となっております。これにつきましては、人権教育の推進員をしていただいて1 

おります団体に対しましての補助を行っておりまして、合志市につきましては、2 

説明のところに書いておりますように、部落解放同盟合志市支部補助金が５１3 

３万８,３４７円、全日本同和会合志支部補助金が１０８万２,０００円となっ4 

ております。 5 

人権フェスティバル開催事業を行っております。支出済額が７２万７,８０７6 

円ということで、毎年年末の第１土曜日に開催しております。内容につきまし7 

ては、大体毎年同じ内容のところです。昨年度は落語家の講演をいただいてお8 

ります。参加者は１,２４０名ということになっております。金額の大きいもの9 

は講師の謝礼となっております。 10 

交流拠点ということで、旧合志町に人権ふれあいセンター、旧西合志町に合11 

生文化会館が設置してあります。業務内容はそれぞれ同じような内容を実施し12 

ております。主なものを申し上げますと、人権ふれあいセンター主催講座等実13 

施事業ということで、支出済額が３５１万７,５９８円ということで、事務事業14 

の成果のところに書いておりますけれども、講座、書道教室とかフラワーデザ15 

イン、パソコン教室等をやっておりまして、費用につきましては、それに関わ16 

ります講師謝礼、また機械等の借上料等が主なものとなっております。 17 

合生文化会館につきましても、合生文化会館主催講座等実施事業ということ18 

で、この事業につきましても料理教室、それぞれの講座等を行っておりまして、19 

支払い内容も講師等の謝礼が主なものとなっております。 20 

教育費になります。解放子ども会学習会開催事業ということで、支出済額が21 

１６０万５,０６２円となっております。これにつきましては、合志小学校、合22 

志中学校、西合志中学校の子どもさん、生徒さん方が週１回学習会ということ23 

で合生文化会館と人権ふれあいセンター等で学習を、学校の先生の協力のもと24 

で行っております。今年度は２０名の子どもさん、生徒が参加をしております。25 

それに関わります講師謝礼ということで、それが主な金額となっております。 26 

子ども集会参加事業ということで８０万５,４７０円を支出しております。こ27 

れにつきましては、パークドームのほうで県の子ども会集会が開催されますの28 

で、それに関わりますバスの借上料となっております。合志市からは昨年度は29 

７９８人が参加をしております。 30 

人権・同和教育集会所維持管理事業ということで１７４万７,７０１円を支出31 

しております。右のほうにも書いておりますように、人権啓発教育課で所管す32 

る６集会所がありますので、その集会所の管理をしております。地元の区長さ33 

んに施設管理を委託しておりまして、その分の費用は市のほうからの支出とな34 

っております。 35 

人権教育推進協議会運営支援事業ということで、支出済額が２６０万９,５２36 

８円を支出しております。これにつきましては、人権教育研究大会等を実施す37 

るのが主なものとなっておりまして、それに各部会があります。就学前部会、38 
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学校教育部会、企業部会、社会教育部会ということで、それぞれの部会にも助1 

成をしております。 2 

人権意識に関する市民アンケート調査実施事業を昨年度はしております。１3 

１８万３,７９０円を支出しております。支出の内容は、調査の委託が主なもの4 

です。３,０００人を対象として実施をしておりまして、回収率が３割程度、１,5 

０００人程度の回収となっております。 6 

公債費として住宅新築資金の貸付金の償還事業をやっております。元金が３7 

６４万３,９７８円、利子が８６万７,５７０円となっております。これにつき8 

ましては、以前、住宅新築資金の貸付事業をやっておりまして、右のほうにも9 

書いておりますように、郵政省からの借り入れについての償還の金額となって10 

おります。 11 

人権啓発教育課につきましては以上です。 12 

 13 

○髙見博英委員長 14 

ありがとうございました。各課からの執行状況についての説明がありました15 

が、大体９割以上の執行率で進んでおるようでございますが、今の説明を聞か16 

れて何かご質問ないですか。 17 

田中委員。 18 

 19 

○田中安子委員 20 

全体的なことでお尋ねします。よくわからないところがあるものですから。21 

以前伺ったこともあるんですけど、この予算と決算のことですね。今日は２５22 

年度の決算ということですね。で、２６年度の予算は３月の議会で承認をされ23 

ている。４月から行っているということですね。それから、今度の９月から来24 

年度に向けての予算を組むということで、どんな予算を立てるかということは、25 

９月から、今からやっていかれるということでよろしいんでしょうか。 26 

 27 

○髙見博英委員長 28 

今の決算と補正予算についての日時的な説明をお願いします。 29 

上原部長。 30 

 31 

○上原哲也教育部長 32 

予算と決算の考え方ですけども、予算は今年の３月に承認をいただきまして33 

４月から執行をしているところでございます。決算というのは、昨年の４月か34 

ら今年の３月末までの支出したものを、まとめまして報告をすると。議会のほ35 

うに承認をもらうというようなことになります。ですから、今度また２７年度36 

の予算ということになりますと、準備にかかるのはですね、来年の４月が市議37 

会議員の選挙にもなりますので、ちょっと早めになるということで、今年は１38 
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０月ぐらいからその新年度の予算の準備が始まるということで考えていただい1 

て結構です。 2 

 3 

○髙見博英委員長 4 

それでは、補正予算についての期日は９月の議会を通過して、このあと補正5 

予算を組むということですかね、３月までの。 6 

 7 

○上原哲也教育部長 8 

補正予算は、年間議会が４回、３カ月おきにありますので、その議会に間に9 

合うのであればその都度議会の承認を得て補正予算を組ませていただくと。今10 

回は、９月の補正はですね、７月ぐらいまでに予算執行上不備な部分があると11 

か、予算が足らないとか、余ったとかいう場合は、その場で予算の見直しを行12 

いまして、９月で補正を行うと。そして、９月の議会が終わりましたあとに、13 

またそういった予算の調整が必要になるということであれば、今度は１２月の14 

議会で補正をやっていくというようなことになります。 15 

 16 

○髙見博英委員長 17 

ほかにございませんでしょうか。 18 

田中委員。 19 

 20 

○田中安子委員 21 

生涯学習の件でお尋ねします。 22 

今日、社会教育委員さんとの話し合いがございまして、公民館活動というの23 

は大変その社会教育の中で拠点になるところだと思います。ここで公民館モデ24 

ル事業というのがございました。これはどういうものなのか教えていただきた25 

いと思います。 26 

 27 

○髙見博英委員長 28 

今の件について、辻課長。 29 

 30 

○辻健一生涯学習課長 31 

公民館のモデル事業についてはですね、この大まかな目的というのは通常、32 

地区公民館でやられている行事だったり、それと別に例えば、特別に地区の住33 

民を対象に講演会を開きたいとか、勉強会を開きたいとか、そういったその特34 

別な行事をやるためのモデル公民館補助金のような形式をとっておりますけど35 

も、これは通常の各地区公民館で行われております、例えば、運動会や夏祭り36 

だったり、そういったのじゃなくてですね、特別に今年要望になりますけど、37 

来年ですね、例えば、教育講演会をしたいとか、そういうその計画性をもたれ38 



 

- 14 -

て申請があればモデル地区の公民館事業ということで、うちのほうから補助金1 

を出しております。 2 

 3 

○髙見博英委員長 4 

よろしいでしょうか。 5 

 6 

○田中安子委員 7 

はい。 8 

 9 

○髙見博英委員長 10 

ほかにございませんか。 11 

生涯学習課関係の教育施設の整備のところで、校舎等施設修繕事業の中学校12 

ですけれども、執行率が７.６％で繰越明許費が５億２,０４１万４,０００円と13 

いうのがありますけども、結局、この７.６％になったということは、まだ計画14 

が途中だから残金分が次年度に繰り越すという意味でとらえていいんでしょう15 

か。 16 

上山課長。 17 

 18 

○上山幸顕学校教育課長 19 

これにつきましては、説明の中段から下になりますが、国の補正予算が行わ20 

れたものですから、今年の２月の議会に２５年度分で補正予算を組んだわけで21 

す。２６年度の事業を前倒して、４月以降の着工だったんですけども、それを22 

３月から補正予算を組んで着工できる部分、建築分の届けとかそういったもの23 

だけが事業としてできますので、そういうものを３月から着工して、本来の工24 

事は４月から着工するということで、２６年度へ残りの費用については繰り越25 

しているということで執行率が７.６と下がったということになります。 26 

 27 

○髙見博英委員長 28 

はい、わかりました。 29 

ほかにご質問ないでしょうか。 30 

平成２５年度の合志市一般会計決算の教委所管については了解いただけます31 

でしょうか。 32 

それではこれで第１号議案については終わります。 33 

第２号議会の平成２６年度合志市一般会計の補正予算（教委所管）について34 

説明をお願いします。 35 

上山課長。 36 

 37 

○上山幸顕学校教育課長 38 
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補正予算書（第３号）の部分、それから別紙で補正予算の説明書ということ1 

で、一覧表に内容等をまとめておりますので、両方を見ながら、見ていただく2 

とわかりやすいかと思います。説明については、予算書の今回の会議資料から3 

説明をさせていただきます。 4 

款の県支出金の委託金で、８番で教育費委託金というのがあります。補正前5 

の額がゼロで、補正額が２５万円ということで、これにつきましては右側に書6 

いておりますが、生きる力を育む研究指定校補助金、これが西合志中央小の分、7 

それから、熊本県確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業指定校、これが8 

西合志南小学校の分ということで、県の採択または文科省の採択を受けました9 

ので、その分の歳入の部分でございます。 10 

それから、歳出になります。 11 

教育費の教育総務費の目の２、学校教育総務費でございます。補正額が６６12 

万１,０００円。職員手当等につきましては、異動に伴うものの調整額でござい13 

ます。それから、委託料としまして６４万２,０００円ということで、不動産鑑14 

定委託料をあげております。これは第一小学校の駐車場の不動産鑑定の費用と15 

いうことでございます。 16 

３番の学校教育費の分で、補正額が５４万９,０００円。これにつきましても、17 

職員手当等については、職員の異動によるものということでございます。それ18 

から、旅費としまして１０万円ほど計上しております。これにつきましては、19 

広島県の呉市の小中一貫校ということで、先進地視察を予定しております。教20 

育長と吉川教育審議員、それから川野指導主事たちの旅費の分で、１人分は既21 

に予算化しておりますので、残りの２人分ということであげております。それ22 

から、１９番で負担金補助及び交付金でございます。これにつきましては、歳23 

入のほうでご説明しました中央小の熊本県の研究指定、それから西南小の、熊24 

本県確かな学力と書いてありますけども、こちらは文科省の指定ということで25 

の補助金の分でございます。 26 

それから、小学校の学校施設整備費の部分です。補正額が８４０万６,０００27 

円。１２番の役務費では３２万４,０００円ということで、これにつきましては、28 

合志南小学校の改修事業に伴うものということで、合志南小学校の改修で壁面29 

を壊して入り口を、接続部分をつくるということで、構造計算上、適正である30 

かという評価をするための費用でございます。それから、１３番の委託料で１31 

１７万８,０００円ということで３小学校分を改修費としてあげております。こ32 

れにつきましては、給食調理場の空調設備の設計委託料ということでございま33 

す。それから、１５番で工事請負費ということで９０万円計上しております。34 

これにつきましては、７月１日の西南中の事故等を検証しまして、その後、防35 

犯カメラが必要であるという部分の３小学校について防犯カメラを各１台設置36 

するという費用でございます。 37 

それから、教育費、中学校の学校施設整備費でございます。９２万２,０００38 
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円の補正です。これにつきましては、小学校と同様で、１３番、委託料６２万1 

２,０００円につきましては、給食調理場の空調の設計委託費用でございます。2 

それから、工事請負費につきましては、同じく西合志南中学校の防犯カメラの3 

設置費用の分でございます。 4 

次は、学校給食費でございます。補正額はゼロということでございます。内5 

訳としましては、需用費のほうで２２万６,０００円の増額で、施設の修繕費を6 

あげております。給食センターのコンテナプールということで、コンテナを通7 

す場所があるんですけれども、そこの通路の壁の部分に自然に当たったりとか、8 

擦ったりして壁がちょっと壊れている部分がありますので、当たっても大丈夫9 

なように補修をする費用でございます。それから、役務費としまして、検査手10 

数料で６６万８,０００円計上しています。これにつきましては、昨年の１２月11 

から１、２月までノロウィルスが発生しまして、全国的にいろんな対策がとら12 

れたかと思うんですけども、その検便の検査の費用ということで、給食調理員13 

７９名の３回分の検査費用ということで、当初予算に間に合っておりませんで14 

したので今回あげております。それから、委託料としましてデータ入力委託で15 

２,０００円、これにつきましては、給食の口座振替のデータの転入者分の不足16 

が予想されますので、その転入者分のデータの分ということで入力の委託料を17 

あげております。それから、備品購入ということで８９万６,０００円の減額と18 

いうことでございます。これにつきましては、給食センターの配送車を１台追19 

加で購入しております。今回、その入札残の分を減額するということでござい20 

ます。トータルとしましては、補正額は０円ということになります。 21 

学校教育課につきましては以上でございます。 22 

 23 

○髙見博英委員長 24 

生涯学習課関係についてお願いします。 25 

 26 

○辻健一生涯学習課長 27 

社会教育費総務費になります。今回補正で１７万８,０００円を計上しており28 

ます。これについては、社会教育委員の濱口委員長が、今回、熊本県で１名、29 

全国表彰を受けられて、その全国大会での表彰状を授与されるということで内30 

定を受けましたので、その分の全国社会教育研究大会の徳島大会に出席するよ31 

うになりましたので、それについての委員長の分、これが委員の場合は費用弁32 

償になりますので、費用弁償分が８万４,０００円、それから、職員が１名随行33 

し、職員の場合は普通旅費になりますので、もう１人分で８万４,０００円、そ34 

れとその全国大会の研修負担金ということで５,０００円の２名分ですね、これ35 

を計上しております。トータルで１７万８,０００円を計上しております。これ36 

は旅費と負担金補助及び交付金の分でございます。 37 

次に、図書館費でございますけども、補正額が１５万１,０００円になります38 
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けども、これは図書館協議会の委員の報酬になりますけども、図書館協議会を1 

年に３回ほど予定しておりましたけども、今回、指定管理等の検討ということ2 

で、その分、それと視察あたりもありましたので、その分の２回分を計上させ3 

ていただいております。それから、その下にあります図書館司書補助員の分の4 

報酬でございますけども、これについては、司書補助員が１名産休に入ります5 

ものですから、その分を報酬から減額するものでございます。それと次に、７6 

番の賃金でございますけども、今の図書司書補助員の産休に入られる分の臨時7 

職員をまた採用したいと思っており、その分は賃金になりますので、司書補助8 

員分の報酬分を今度は賃金のほうで計上している状態です。それともう１つの9 

賃金のほうは、移動図書館の運転手の代替要員がおりませんので、移動図書館10 

の代替の臨時職員ということで、その分を５日分みておりますけども、その分11 

をあわせて賃金のほうを６万２,０００円計上しております。それから、旅費の12 

分については費用弁償ということで、これは図書館協議会運営事業の２回分協13 

議会が増えましたので、その１０名分の費用弁償をみております。本来ですと14 

費用弁償は協議会は委員が１０名おりますので、２,２００円の１０名の２回分15 

組むところでございますけども、既に行われました協議会で欠席者が出ており16 

ましたので、その分を差し引いて４万２,０００円ということで計上しておりま17 

す。 18 

それから、公課費でございますけども、これは公用車の重量税をあげており19 

ましたけども、法改正等もありまして、少し金額が足りないということで１万20 

３,０００円を公課費としてあげております。 21 

生涯学習関係は以上でございます。 22 

 23 

○髙見博英委員長 24 

ありがとうございました。 25 

はい、上山課長。 26 

 27 

○上山幸顕学校教育課長 28 

すみません、先ほど説明を１つ漏らしておりました。 29 

１７番で公有財産購入費というところで６００万４,０００円組んでおりま30 

す。西合志第一小学校の改修事業ということで、西合志第一小学校の現在無償31 

で借りております駐車場用地を含めたところの用地を購入する費用でございま32 

す。 33 

 34 

○髙見博英委員長 35 

人権啓発教育課関係はよかったですね。 36 

では今説明があったとおりですが、何かご質問はございませんか。よろしい37 

でしょうか。 38 
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それでは、平成２６年度合志市一般会計補正予算（教委所管）については、1 

以上で決定をしたいと思います。 2 

続きまして、第３号議案の合志市立小・中学校管理規則の一部改正について3 

ご説明をお願いします。 4 

上山課長。 5 

 6 

○上山幸顕学校教育課長 7 

合志市立小・中学校管理規則の一部改正ということで、ここに合志市立小・8 

中学校管理規則の一部を改正する規則を載せております。内容としましては、9 

管理規則の一部を次のように改正するということで、第４条第４号中「８月３10 

１日」を「８月２６日」に改め、同条第５号中「１月７日」を「１月６日」に11 

改めると。 12 

それから、附則としまして、この規則は、公布の日から施行し、２６年４月13 

１日より適用するということでございます。 14 

この具体的な内容につきましては改正前、改正後の規則の４条について載せ15 

ております。改正後のところに載せておりますが、夏季休業日が一応７月２１16 

日から８月２６日と決定しておりますし、また、冬季休業日についても１２月17 

２５日から１月６日ということで決定しておりましたので、従前の期日につき18 

まして修正を加えるものでございます。 19 

以上です。 20 

 21 

○髙見博英委員長 22 

この管理規則につきましては、平成２５年度の１１月の定例会の中で１回提23 

示がありまして、本年度の学期についての承認を得ておりましたので、それに24 

伴う管理規則の正式な改正ということでの提案でございます。 25 

よろしいでしょうか。 26 

では、管理規則については、以上のとおり決したいと思います。 27 

それでは、その次、日程３、報告事項にまいります。 28 

人権意識に関する市民アンケート調査結果についての説明をお願いします。 29 

ある程度主な点という形での説明をお願いいたします。 30 

 31 

○大嶌和弘人権啓発教育課長 32 

昨年度、市民アンケート調査を実施いたしましたということで、ご報告をす33 

ると言ってあったということを聞いておりましたので、今回、資料を見ていた34 

だければということでお配りしたところです。中身についてはですね、説明と35 

いうのはなかなか難しいところがありますので、目次のところにも書いており36 

ますように、それぞれの人権について結果を出しております。それぞれ見てい37 

ただきたいと思います。この考察をもとに今年度一応第１期、平成２０年度に38 
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人権教育啓発基本計画をつくっておりまして、今年度がその見直しの５年に１1 

回の見直しの年となっております。そういうことで、部落差別をなくし、人権2 

を守る審議会で検討、計画をしていくところになっておりますので、この考察3 

の内容をもとに事務局のほうで計画書をつくっていって、この審議会でたたい4 

ていただくというふうな計画をもっておりますので、各委員さん方にはそれぞ5 

れあとで見ていただいて、計画がある程度できあがった時点ではっきり説明を6 

していきたいというふうに思っておりますので、今日はそういう形で、今後の7 

計画で進めていきたいと思います。それぞれに見ていただきたいと思いますの8 

で、よろしくお願いいたします。 9 

 10 

○髙見博英委員長 11 

はい。以上、説明があったとおりで、詳しいことについては、各委員さん方12 

もごらんになっていただいて、これをもとにしながら新しい人権教育の基本計13 

画の策定に生かすということだそうですので、よろしくお願いします。 14 

９月の行事予定についてご説明をお願いします。 15 

吉川審議員。 16 

 17 

○吉川良二教育審議員 18 

９月の行事調整表をごらんいただきたいと思います。 19 

９月 ２日、管内教育長会議。 20 

４日、市校長会議、人権教育担当者会。 21 

５日、市英語担当者会。 22 

８日、市議会定例会 ８、１７、１８、１９、２４日と定例会 23 

９日、管内校長会議、郡市校長会議。 24 

２４、２５、２６日、全国市町村教育委員会連合会理事会 25 

２６日、熊本県の公民館・社会教育研究大会。 26 

合志南小経営訪問 27 

２９日、市ことば教育担当者会 28 

３０日、西南中経営訪問 29 

以上でございます。 30 

 31 

○髙見博英委員長 32 

では、定例の教育委員会議はどのあたりで可能でしょうか。 33 

はい。じゃあ学校訪問についての変更をお願いいたします。 34 

 35 

○川野松信指導主事 36 

すみません。２６日の金曜日の合志南小の経営訪問ですが、関係団体の研修37 

会のほうに教育委員長及び教育長が参加をされ不在になりますので、９月の２38 



 

- 20 -

９日か１０月の１日で実施をしたいと思いますが、ご都合はいかがでしょうか。 1 

 2 

○髙見博英委員長 3 

経営訪問ですから午前中で終わりますね。 4 

 5 

○川野松信指導主事 6 

はい、午前中で終わります。 7 

 8 

○髙見博英委員長 9 

９月２９日か１０月１日。 10 

 11 

○川野松信指導主事 12 

２９日はどうでしょうか、ご都合は。よろしいですか。学校のほうはもうど13 

ちらでも構わないということでしたので。 14 

 15 

○髙見博英委員長 16 

委員の皆さん、いかがでしょうか。教育長の日程何か入っていませんでしょ17 

うか。 18 

それでは、委員も２９日でいいようですので、職員の皆さん方のほうはどう19 

ですか。 20 

じゃあしばらくお待ちください。 21 

 22 

○吉川良二教育審議員 23 

今いろいろ調整をしていただきましたので、定例の教育委員会議を２２日、24 

月曜日、午前中、９時からでよろしいですか。 25 

それから、先ほど変更予定だった合志南小の経営訪問を１０月１日、午前中26 

ということでお願いをしたいと思います。 27 

 28 

○髙見博英委員長 29 

今ありましたとおり、定例の教育委員会議は２２日の午前中、９時から。そ30 

れから、合志南小学校経営訪問は１０月１日の午前中ということで記入をお願31 

いいたします。 32 

では、皆さん方のほうから何かご質問はないですか。 33 

ございませんでしたら、その他にまいります。 34 

まず、生徒指導についてお願いします。 35 

 36 

○川野松信指導主事 37 

生徒指導関係ですが、毎月不登校状況のことについて報告をしているところ38 
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ですが、今回、夏休みでしたので不登校関係の報告はございません。ただ、学1 

校に対しましては、教育委員会のほうから教育審議員と私、分担して学校を訪2 

問して、２学期以降の取り組みについて確認を行っています。 3 

それから、問題行動等につきましては、特に大きな事故あるいは問題行動等4 

あがってきておりません。１つだけ、前回も気になる部分で西合志南中学校の5 

非行関係というところが話題にあがりましたけども、夏休み中、他校とのつな6 

がりといった部分で熊本市内の西原中学校、それから長嶺中学校とのつながり7 

が見えてきております。このあたりについては、また県のほうのスクールサポ8 

ーター、それから大津署のスクールサポーターと連携しながら対応を図ってい9 

きたいと考えております。 10 

それから、別件になりますが、サマースクールにつきましては、教育長から11 

もありましたように、大変お世話になりました。一応、子どもたちや、それか12 

ら大学生の学習ボランティアのほうには感想を書いていただきました。まだ取13 

りまとめを行っておりませんが、好評の声がかなりありましたので、来年度も14 

引き続き実施する方向で考えていきたいと思っております。教育委員さんの参15 

加のほうも大変ありがとうございました。 16 

それから、適応教室の合同体験教室も４日間の日程で行いました。こちらの17 

ほうにも委員さん方の参加がありまして、大変ありがたく思っているところで18 

す。適応教室の体験教室については、何かしら子どもたちが自信につながるよ19 

うなものが１つでもあればいいかなというふうに感じているところです。登校20 

については、２学期からすぐにということは非常に厳しい状況がありますけど21 

も、継続してかかわりを持っていきたいと思っております。 22 

それから、もう１つは報告です。西合志東小学校の総合訪問の学校の反省と23 

対策ができあがりましたので、配付をしております。目を通していただければ24 

と思います。 25 

以上です。 26 

 27 

○髙見博英委員長 28 

その他で何かありませんでしょうか。 29 

配付してあります資料につきましては、あと第３回の菊池郡市教育委員会研30 

修会と交流会の案内がありますので、１０月３日、金曜日からということでよ31 

ろしくお願いしておきます。 32 

それから、平成２６年度の全国市町村教育委員会連合会事務局長会議の結果33 

についての報告があっておりますので、これもごらんください。じゃあ説明が34 

ありましたらよろしくお願いします。 35 

 36 

○上山幸顕学校教育課長 37 

はい。教育委員会制度改革の内容につきまして、全国市町村教育委員会連合38 
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会の会議がありました内容の中でのわかった範囲を会議結果ということで、会1 

議復命書の中にまとめております。 2 

それと、その後ろのほうにその判断に基づく根拠が、７月１７日付で一部改3 

正法律についてということで、文科省から出されております。ここにそういう4 

課題等の対応、内容等が書いてあるところなんですけども、これが資料になり5 

ます。 6 

 7 

○髙見博英委員長 8 

課長、今度そのあとの勉強会の中でこの件については時間をとりますので、9 

あとで説明よろしいでしょうか。 10 

その他で何かございませんでしょうか。 11 

それでは、今日の学習課題について、１つは、社会教育委員さんとの懇談会、12 

意見交換会の件が１つと。もう１つは、教育委員会制度の改革についての学習13 

会ということで進めたいと思います。 14 

定例会の前に１時間ほど社会教育委員の皆さん方との意見交換会をしまし15 

た。その中で、やはり社会教育委員としての特別な定例的な会議というのはな16 

いようですけれども、やはり地域の一員として、いろんな地域の活動の中で自17 

分が委員であるという認識をもたれてですね、いろんなところで活躍をされて18 

いる、活動をされているというのがよくわかりました。 19 

それから、もう１つは、定例的な県全体の会とかいうのがあります。例えば、20 

県の社会教育研究大会あるいは公民館研究大会と合同開催があったりとか、あ21 

るいは郡市の社会教育連絡協議会の九州内研修会とか、そういうような全体的22 

な研修会というのがあるけれども、定期的な委員としての会合は特にないとい23 

うようなことが話題になりました。 24 

それから、教育委員会に対する要望として、社会教育委員としての人を地域25 

の皆さんに知ってもらうために、１つは、名札のようなものもつくってもらっ26 

たら非常に助かるというようなことが出ておりました。 27 

それから、スポーツ大会等につきましても、特に障がいがあるような子ども28 

たちを中心にしたようなスポーツ大会も考えてはいかがだろうかという提案も29 

あったところでした。 30 

そういうところが主なところだったと思いますので、これで社会教育委員の31 

皆さん方との話し合いのことについては終わりたいと思います。 32 

それでは、新しい教育委員会制度につきまして資料が先だって配ってありま33 

して、協議をしたところですが、主なところにつきまして、上山課長のほうか34 

ら説明をお願いします。 35 

そして、引き続いて、先だって行われました全国市町村教育委員会連合会事36 

務局長会議の中で、新しくわかったことについても説明の中で補足して説明を37 

お願いしたいと思います。 38 
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よろしくお願いします。 1 

 2 

○上山幸顕学校教育課長 3 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正ということで、資料の4 

ほうが７月１７日付のですね、文科省の通知の内容からご説明をさせていただ5 

きます。 6 

内容が幾つかに分かれておりますが、今回の中で特に問題というか、課題と7 

なっておりますのが大綱の策定と総合教育会議という部分でございます。 8 

６ページのほうを開けていただきますと、大綱の策定についてということで9 

載っております。これにつきましては、アンダーラインを引いておりますが、10 

改正法の概要の①で、地方公共団体の長は、ということと、あと３行目にあり11 

ます、大綱を定めるものとするということで、地方公共団体の長は、大綱を定12 

めるものとする。そして、どこで定めるかという部分で、②ですね。総合教育13 

会議において協議するということでございます。 14 

そして、７ページのほうに、大綱の定義という部分と、その大綱の年数、そ15 

れから、大綱の記載事項、そういったものがアンダーラインで示しておるとこ16 

ろでございます。 17 

そして、９ページのほうに総合教育会議という部分で載っております。（２）18 

で会議における協議事項という部分でのその総合教育会議の会議の開催時期と19 

内容等が載っております。大綱の策定に関する協議、それから教育を行なうた20 

めの諸条件の整備、それから児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生ずる21 

おそれがある場合の緊急の対応措置、そういったときに会議を開くというよう22 

なことでございます。 23 

こういった中で、本市においてはどのような対応をとっていかなければなら24 

ないかという部分で、会議復命書の１ページの会議結果のほうに一応まとめて25 

おりますが、大綱を定める場合は、今説明しましたように、総合教育会議に諮26 

る必要があるということでございます。そして、大綱は、教育振興計画、中段27 

になります。会議結果報告の上から６行目等になりますが、教育振興基本計画28 

その他の計画の目標や施策の根本となる方針の部分を大綱に代えることができ29 

るとなっておるというようなところでございます。 30 

そして、総合教育会議の運営は地方公共団体の長の部局で行うことが原則で31 

ある。 32 

また、総合教育会議の運営に関し必要な事項につきましては、規則や要綱で33 

定める必要があるというようなことが先ほどの資料の中に載っているというよ34 

うな状況でございます。 35 

以上のことからですね、これは担当部局のことですけども、今後、首長部局36 

に置くことで調整をされている市町村が多数ございますので、本市においても、37 

総務課のほうと協議を行っていくということでございます。 38 
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そして、大綱を策定する年度当初までに担当部署を決めておく必要があるん1 

ではないかということでございます。これにつきましては、先ほどの大綱策定2 

が総合教育会議で決めることが原則ということになっていますので、本市にお3 

きましては、大綱は教育振興基本計画を大綱と定めるか、その施策の方針等を4 

策定するかという部分はまた今後検討していく部分になるかと思いますけど5 

も、その振興計画が、要は２７年度までの期限となっているということから、6 

２７年度中に基本計画（案）を策定する必要があると。併せて、それを大綱と7 

するかどうかという部分で、総合教育会議の中でその大綱を策定する必要があ8 

るんではないかと考えたところでございます。２７年度で教育振興基本計画を9 

定めるということからですね、その総合教育会議を２７年度の途中で開く必要10 

があるんじゃないかというようなところを考えたところでございます。 11 

簡単にご説明しますと以上です。 12 

 13 

○髙見博英委員長 14 

はい、ありがとうございました。 15 

まず、教育委員会議がどのように変わっていくかというポイントとして４つ16 

あったわけですが、１つが教育委員長と教育長が一本化される。これは法的に17 

は平成２７年度４月１日以降に法改正がなされて施行されますが、現在の教育18 

長が在任期間中にあっては、それまでの体制で変わりはないということですの19 

で、本市においては、惠濃教育長が４年間退任されるまでは教育長と教育委員20 

長は並行して存在するという形になっていくということが１つですね。 21 

それから、２点目は、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化が図ら22 

れるようになる。つまり、新しい教育長が主催するような教育委員会制度にな23 

った場合に、教育長は市長に直接の任命権がありますので、市長からの任命権24 

で余りにも一方的な教育委員会への介入といいますか、そういうことが行われ25 

ることを防ぐために教育委員によるチェックが強化されている。教育委員の定26 

数の３分の１以上の要求があった場合には会が招集されるし、また、教育委員27 

会で教育長が任命された事項の管理、執行状況を報告することについても規定28 

がありますので、教育委員会の中で教育長のいろいろな執務状況については管29 

理あるいは監督をするような立場になっている。これは今までと変わらない。30 

今までよりも一層重要になってくるかということですね。 31 

それから、もう１つが先ほど説明がありましたように、地方公共団体に総合32 

教育会議を設置しなければならないということで、首長が招集して総合教育会33 

議を開催する。その構成員としては、首長と教育委員のメンバー５名が参加し34 

て教育会議を行う。その中では、教育に関する大綱を策定していくというよう35 

なことになるということです。策定をする上では、先ほど説明があったような36 

留意点というのが考えられて、本市の場合には、２７年度途中にこの大綱に代37 

わる教育振興基本計画というのがありますので、それを市長を交えながらで検38 
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討していく必要があるというようなことが今わかったところでございます。 1 

今説明があったことで、今後の教育委員会のあり方で、皆さん方のほうから2 

何か質問等があればここで出していきたいと思いますが、いかがでしょうか。 3 

基本的には、現状の教育委員会制度は何ら変わるものではないという前提を4 

私たちはやっぱり考えておかなければならないと思います。そして、新しくこ5 

の新教育委員会制度に変わるのは、教育長が代わる時点からということで理解6 

をしていただきたいと思います。 7 

何か質問は、田中委員。 8 

 9 

○田中安子委員 10 

この教育委員会制度が変わったきっかけとなりましたのは、大津市の子ども11 

のいじめ自殺の件だと思います。そのときに、教育委員会がうまく機能してい12 

なかった。それから、首長はどうだったのか。それに対して、そのまた首長の13 

責任というのも問われて、こういう形になったのかなと思います。それで、教14 

育に関しては教育委員会、首長が一緒に責任をとるという形になったのかなと15 

私は思いました。それで、私たち教育委員としては、やはりいつも教育委員と16 

してしっかり勉強して、その委員としての務めを果たさなければいけないなと17 

いうことを、この新しい制度になってもまた強く思ったところです。 18 

以上です。 19 

 20 

○髙見博英委員長 21 

はい、今、田中委員がおっしゃったように、やはり教育委員としての自覚を22 

強く持ちながら、責任持った行動、言動あるいは対処をしていく心構えという23 

のがなお一層求められるということですね。今まで形骸化、形骸化ということ24 

がよく出てきたような気がしますけれども、そういうふうに形骸化してはなら25 

ないという強い認識を私たちはやっぱり持っていくべきだと思っております。 26 

それから、教育委員会制度で１つ新しく変わった点でもう１つあるのがです27 

ね、新教育長が就任した場合の現在の教育委員長の扱いは、ということですが、28 

これはその時点で終了するということと。 29 

もう１つは、教育長の代理者、もしも教育長が何かあったときのその代理者30 

を決めておかなければならないという項目があります。教育長の代理者につい31 

ては、教育委員の中から決めておくということになっております。これが教育32 

長の指名によりという形だったと思いますので、委員会の中で協議して決める33 

ことでなくて、教育長のほうから代理者はこの方にということの指名になると34 

思いますので、そういうところで私は認識しておりますが、その点については35 

何かなかったでしょうか。 36 

 37 

○上山幸顕学校教育課長 38 
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はい。新教育長の代理についてはですね、確か指名するじゃなくて、教育委1 

員会の中から選任すると書いてあったのでは、教育委員の中からあらかじめ指2 

名されたものと書いてありますね。委員長の言われるとおりでした。教育長が3 

指名されたもの、委員の中からですね。はい、失礼しました。 4 

 5 

○髙見博英委員長 6 

はい。そういうところで理解をしておきたいと思います。また詳しいことが7 

わかったら、また訂正があれば訂正をしたいと思いますが、そういうふうに理8 

解をしておいてください。 9 

ほかにございませんか。 10 

上山課長。 11 

 12 

○上山幸顕学校教育課長 13 

現制度については、まだこのまま継続していくという部分で、新教育長に代14 

わるときのその委員会の規則とか、今後そういった内容を定めていく必要があ15 

るということが１点。 16 

それと、あと先ほどの総合教育会議については、いつの時点からかという部17 

分で、発足する時点にはですね、予算的なものとか、その規則的なものを協議18 

して定めておく必要があるということで、それは私が考える中では、２７年に19 

会議を開く必要があるかなと思いますので、来年の４月１日にはもう策定して20 

おくべきではないかというふうに考えるところです。 21 

以上です。 22 

 23 

○髙見博英委員長 24 

はい、新しい制度に変わる上でいろいろまあ検討すべき点がありますので、25 

それに沿ってですね、順次進めていきたいと思います。 26 

ほかに何かございませんか。 27 

特にございませんでしたら、以上をもちまして平成２６年度第７回教育委員28 

会議８月の定例会を閉じたいと思います。 29 

どうもお疲れさまでした。 30 

 31 

午後４時３０分 閉会 32 

 33 


